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 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則をここに公布

する。 

  令和７年３月 31 日 

                           鴨川市長 佐々木 久之   

 

鴨川市規則第５号 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則 

 （鴨川市自動車の臨時運行許可に関する規則の一部改正） 

第１条 鴨川市自動車の臨時運行許可に関する規則（平成 17年鴨川市規則第 19 号）の一

部を次のように改正する。 

  別記第１号様式中「懲役」を「拘禁刑」に、「罰金、」を「罰金に処せられ、」に、「が

科せられます」を「に処せられます」に改める。 

 （鴨川市国民健康保険条例施行規則の一部改正） 

第２条 鴨川市国民健康保険条例施行規則（平成 17 年鴨川市規則第 87号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３条第３号中「禁固又は懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （鴨川市国際交流員任用規則等の一部改正） 

第３条 次に掲げる規則の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 (１) 鴨川市国際交流員任用規則（平成 17 年鴨川市規則第 30 号）第 27 条第３項第１

号 

 (２) 鴨川市介護保険条例施行規則（平成 17 年鴨川市規則第 92 号）別記第７号様式、

別記第 37号様式、別記第 41 号様式、別記第 43号様式及び別記第 45 号様式 

 (３) 鴨川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

自立支援給付に関する規則（平成 25 年鴨川市規則第 13 号）別記第 19号様式 

 (４) 鴨川市生活困窮者自立支援法施行細則（令和２年鴨川市規則第 38 号）第 10条第

１項第５号 

   附 則 

 この規則は、令和７年６月１日から施行する。 


